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議案第 ８６号 令和７年度愛知県一宮市一般会計補正予算 

  第１表 歳入歳出予算補正 

   １款 議会費 

   ２款 総務費（うち、１項 14 目、15 目、３項を除く） 

   ９款 消防費 

   11款 公債費 

   12款 諸支出金 

 …………………………………………関係歳入……………………………………………………… 

  第３表 債務負担行為補正 

  第４表 地方債補正（関係分） 

議案第 ９６号 一宮市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正につい 

        て 

 議案第 ９７号 特別職員の給与に関する条例の一部改正について 

 議案第 ９８号 一宮市職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する

条例の一部改正について 

議案第 ９９号 一宮市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例及

び一宮市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例の一部改正につ

いて 

 議案第１００号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用に関する条例の一部改正について 

 議案第１１３号 救助工作車（Ⅲ型）の売買契約の締結に係る議決内容の変更について 

議案第１１５号 高規格救急自動車の売買契約の締結について 

 

総務委員会 資料一覧表 

令和７年 12 月 11 日 

 

資料番号 件           名 作 成 部 課 議案番号 

共通１ 
自治体情報システム標準化関連事業 

 ～福祉系システム移行時期見直しによる補正について～ 

総務部 

情報システム課 
第 86 号 

２ 令和７年度 12 月補正予算 給与費会計別補正額 

総務部 

人事課 
３ 令和７年度 給与改正等の内容 

第 96 号 

第 97 号 

第 98 号 

４ 高規格救急自動車の売買契約の締結について 
消防本部 

消防救急課 
第 115 号 



１／２

１．総合行政システム改修経費

令和 7年度当初予算では、標準化対象業務について、年度内に標準システムへ移行する計

画としていましたが、福祉系システム（7 業務）を提供するベンダー1社において年度内の

移行が困難となりましたので、移行計画を見直すこととなりました。

この見直しにより今年度の改修経費等に変更が生じましたので、関連経費予算の補正を行

います。なお、福祉系システムの新たな移行時期は、令和 9年度末を予定しています。

【福祉系の対象７業務】

１．後期高齢者医療 ２．障害者福祉 ３．生活保護 ４．児童手当 ５．児童扶養手当

６．子ども・子育て支援 ７．健康管理（一部）

【標準化関係システムの 12 月補正状況】

総合行政システム改修業務（標準化対応）委託料 （○外表示は標準化対象外業務を示す）

・12 月補正がある標準化関係システムの一覧（福祉系関係分以外に決算見込みを含む）

・補正が無いシステムは記載を省略

会

計
款 項 目 主管課 システム名

当初予算額
（千円）

補正額
（千円）

うち福祉系
関係分
（千円）

一般

2 1 11 情報システム課 団体内統合宛名システム他 107,791 △29,950 △4,113

2 2 2 市民税課 個人住民税システム他 95,412 △5,083 －

2 2 3 資産税課 固定資産税システム 26,699 △19,703 －

2 4 1 選挙管理委員会 選挙人名簿管理システム 27,609 △3,657 －

3 1 2 障害福祉課 障害者福祉システム 53,611 △42,299 △42,299

3 2 1 高年福祉課 ○外高齢者福祉システム 7,774 △6,080 △6,080

3 3 1 子育て支援課 ○外学童保育システム 8,837 △6,912 △6,912

3 3 1 子育て支援課 児童手当システム他 33,022 △29,963 △29,963

3 3 1 子ども家庭相談課 ○外こども家庭相談システム 7,760 △6,069 △6,069

3 3 2 保険年金課 ○外福祉医療システム 45,261 △34,771 △34,771

3 3 4 保育課 保育システム 10,377 △8,453 △8,453

3 4 1 生活福祉課 生活保護システム 15,996 △12,845 △12,845

4 1 1 保健総務課 健康管理システム（未熟児養育医療） 11,257 △8,811 △8,811

4 1 4 保健予防課 ○外公費負担医療システム 3,313 △2,591 △2,591

後期 1 2 1 保険年金課 後期高齢者医療システム 5,967 △4,680 △4,680

介護
3 1 1 高年福祉課 ○外高齢者福祉システム 1,041 △814 △814

3 2 2 高年福祉課 ○外高齢者福祉システム 781 △610 △610

母子 1 1 1 子ども家庭相談課 ○外母子父子寡婦貸付システム 5,758 △4,503 △4,503

合 計 468,266 △227,794 △173,514

自治体情報システム標準化関連事業

～福祉系システム移行時期見直しによる補正について～

共通資料 №１

総務部情報システム課

・総務委員会

・福祉健康委員会



２／２

２．ガバメントクラウド関連経費

システム移行時の一時的な回線整備やガバクラ利用料などの減額

(※)ガバメントクラウド利用料の補正額の一部に福祉系システム分を含んでいます。

３．デジタル基盤改革支援補助金

※補正額の一部に福祉系システム分を含んでいます。

４．福祉系システムの延長利用

移行時期の見直しにより現行システムを継続利用するため、利用料の増額補正を行います。

13 節利用料 「標準システム利用料」→「総合行政システムクラウド利用料」

※保育課では｢標準システム利用料｣に新・旧システム分を計上していましたので、旧システムの

増額と新システムの減額を差引し、｢標準システム利用料｣を減額しています。

５．福祉系システムの標準化移行時期

令和 10 年 3 月を予定しています。

会

計
款 項 目 主管課 細節名称

当初予算額
（千円）

補正額
（千円）

一般

2 1 11 情報システム課 クラウド接続料（標準化対応） 11,583 △11,583

2 1 11 情報システム課 ガバメントクラウド運用管理補助業務委託料 9,328 △2,745

2 1 11 情報システム課 ガバメントクラウド利用料(※) 160,309 △70,548

合 計 181,220 △84,876

会

計
款 項 目 主管課

細節
名称

当初予算額
（千円）

補正額
（千円） 【

現
行
シ
ス
テ
ム
の
１
月
か
ら
３
月
分
利
用
料
を
増
額
】

細節
名称

補正額

（千円）

一般

3 1 1 生活福祉課

標
準
シ
ス
テ
ム
利
用
料

352 △352

総
合
行
政
シ
ス
テ
ム
ク
ラ
ウ
ド
利
用
料

125

3 1 2 障害福祉課 5,195 △5,195 1,856

3 2 1 高年福祉課 957 △957 342

3 3 1 子育て支援課 981 △981 351

3 3 1 子育て支援課 5,092 △5,092 1,819

3 3 1 子ども家庭相談課 1,196 △1,196 463

3 3 2 保険年金課 4,215 △4,215 1,978

3 3 4 保育課 10,895 △3,380 －

3 4 1 生活福祉課 2,215 △2,215 791

4 1 1 保健総務課 945 △945 338

4 1 4 保健予防課 285 △285 102

後期 1 2 1 保険年金課 3,168 △3,168 660

介護
3 1 1 高年福祉課 543 △543 48

3 2 2 高年福祉課 101 △101 36

母子 1 1 1 子ども家庭相談課 1,023 △1,023 330

合 計 37,163 △29,648 合計 9,239

会

計
款 項 目 節 細節名称

当初予算額
（千円）

補正額
（千円）

一般 21 5 7 5 地方公共団体情報システム機構補助金 846,155 △136,312



令和７年度12月補正予算　給与費会計別補正額

補正前
予算額（千円）

補正額
（千円）

補正後予算額
（千円）

4,081 〔△67〕 1,307 〔△35〕 39,012,840 1,153,313 40,166,153

2,533 〔△46〕 1,029 〔△40〕 23,330,658 390,826 23,721,484

小 計 87 37 〔△1〕 779,610 5,162 784,772

国 保 46 8 359,017 △ 1,912 357,105

後 期 0 1 5,621 59 5,680

介 護 36 28 〔△1〕 376,604 4,754 381,358

外 崎 5 0 38,368 2,261 40,629

小 計 1,461 〔△21〕 241 〔6〕 14,902,572 757,325 15,659,897

病 院 1,272 〔△20〕 235 〔6〕 13,137,541 628,603 13,766,144

水 道 94 3 886,807 79,693 966,500

下 水 道 95 〔△1〕 3 878,224 49,029 927,253

※　補正後短時間勤務職員数は、会計年度任用職員と再任用短時間勤務職員の合計数

※　〔　〕内は増減人数

合 計

一 般 会 計

特
別
会
計

企
業
会
計

補正後短時間勤務
職員数（人）

補正後
職員数（人）

総務委員会 令和7年12月11日

Ｎｏ. ２

総務部 人事課



令和 7 年度  給与改正等の内容 

【議案第 96 号関係】一宮市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について 

【議案第 97 号関係】特別職員の給与に関する条例の一部改正について

 国会議員及び国の特別職に係る期末手当の取り扱いに準じて改正 

項   目 国 一     宮     市 

期末手当 年間支給月数の引上げ 

   3.45 月→3.5 月〔0.05 月〕 

（1）令和 7 年度 

年間支給月数 0.05 月の引上げ 

 現 行 改正後 増 減 

６月 1.725 1.725  - 

12 月 1.725 1.775 0.05 

計 3.45 3.5 0.05 

（2）令和 8 年度以降 

 (1)の改正後 改正後 増 減 

６月 1.725 1.75 0.025 

12 月 1.775  1.75 △0.025 

計 3.5 3.5  - 

年間支給月数の引上げ 

  3.45 月→3.5 月〔0.05 月〕 

（1）令和 7 年度 

年間支給月数 0.05 月の引上げ 

 現 行 改正後 増 減 

６月 1.725 1.725  - 

12 月 1.725 1.775 0.05 

計 3.45 3.5 0.05 

（2）令和 8 年度以降 

 (1)の改正後 改正後 増 減 

６月 1.725 1.75 0.025 

12 月 1.775  1.75 △0.025 

計 3.5 3.5  - 

 実施時期 (1)は令和 7 年 12 月１日 

(2)は令和 8 年 4 月１日 

(1)は令和 7 年 12 月１日 

(2)は令和 8 年 4 月１日 

総務委員会   令和 7年 12 月 11 日   

No. ３ 

総務部 人事課
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【議案第 98 号関係】 
一宮市職員の給与に関する条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について 

国家公務員の給与改正に準じて改正 

項  目 国 一     宮     市 

給与改正 給料表額の引上げ 

給料       2.65％（引上げ額 10,975 円） 

他手当への影響  0.34％（ 〃    1,399 円） 

計      2.99％（ 〃   12,374 円） 

 ※その他、本府省業務調整手当及び特地勤務手当等の改定分を含め 

ると、引上げ率合計は 3.62%（引上げ額合計 15,014 円）となる。

参考 改正前の平均給与 414,480 円（時間外手当等を除く） 

給料表額の引上げ 

給料       2.97％（引上げ額 10,847 円） 

他手当への影響  0.21％（ 〃    759 円） 

計      3.18％（ 〃   11,606 円） 

参考 改正前の平均給与 364,714 円（時間外手当等を除く） 

期末手当 年間支給月数の引上げ  

2.5 月  →  2.525 月 〔0.025 月〕 

 （2.1 月） → （2.125 月）〔0.025 月〕 

（1）令和 7 年度 

年間支給月数 0.025 月（0.025 月）の引上げ 

 現 行 改正後 増 減 

６月 1.25 (1.05) 1.25 (1.05) - - 

12 月 1.25  (1.05) 1.275 (1.075) 0.025 (0.025) 

計 2.5  (2.1) 2.525 (2.125) 0.025 (0.025) 

（2）令和 8 年度以降 

 (1)の改正後 改正後 増 減 

６月 1.25  (1.05) 1.2625 (1.0625) 0.0125 (0.0125)

12 月 1.275 (1.075) 1.2625 (1.0625) △0.0125 (△0.0125)

計 2.525 (2.125) 2.525 (2.125) - - 

 ＊（ ）内は、特定管理職員（本府省課長以上の職員） 

年間支給月数の引上げ  

2.5 月  →  2.525 月 〔0.025 月〕 

 （2.1 月） → （2.125 月）〔0.025 月〕 

（1）令和 7 年度 

年間支給月数 0.025 月（0.025 月）の引上げ 

 現 行 改正後 増 減 

６月 1.25 (1.05) 1.25 (1.05) - - 

12 月 1.25  (1.05) 1.275 (1.075) 0.025 (0.025) 

計 2.5 (2.1) 2.525 (2.125) 0.025 (0.025) 

（2）令和 8 年度以降 

 (1)の改正後 改正後 増 減 

６月 1.25  (1.05) 1.2625 (1.0625) 0.0125 (0.0125)

12 月 1.275 (1.075) 1.2625 (1.0625) △0.0125 (△0.0125)

計 2.525 (2.125) 2.525 (2.125) - - 

 ＊（ ）内は、特定管理職員 
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 勤勉手当 年間支給月数の引上げ  

  2.1 月  →  2.125 月 〔0.025 月〕 

 （2.5 月） → （2.525 月）〔0.025 月〕 

（1）令和 7 年度 

年間支給月数 0.025 月（0.025 月）の引上げ 

 現 行 改正後 増 減 

６月 1.05 (1.25) 1.05 (1.25) - - 

12 月 1.05  (1.25) 1.075 (1.275) 0.025 (0.025) 

計 2.1 (2.5) 2.125 (2.525) 0.025 (0.025) 

（2）令和 8 年度以降 

 (1)の改正後 改正後 増 減 

６月 1.05 (1.25) 1.0625 (1.2625) 0.0125 (0.0125)

12 月 1.075 (1.275) 1.0625 (1.2625) △0.0125 (△0.0125)

計 2.125 (2.525) 2.125 (2.525) - - 

 ＊（ ）内は、特定管理職員（本府省課長以上の職員） 

年間支給月数の引上げ  

  2.1 月  →  2.125 月 〔0.025 月〕 

 （2.5 月） → （2.525 月）〔0.025 月〕 

（1）令和 7 年度 

年間支給月数 0.025 月（0.025 月）の引上げ 

現 行 改正後 増 減 

６月 1.05 (1.25) 1.05 (1.25) - - 

12 月 1.05  (1.25) 1.075 (1.275) 0.025 (0.025) 

計 2.1 (2.5) 2.125 (2.525) 0.025 (0.025) 

（2）令和 8 年度以降 

 (1)の改正後 改正後 増 減 

６月 1.05 (1.25) 1.0625 (1.2625) 0.0125 (0.0125)

12 月 1.075 (1.275) 1.0625 (1.2625) △0.0125 (△0.0125)

計 2.125 (2.525) 2.125 (2.525) - - 

 ＊（ ）内は、特定管理職員 

実施時期 給料表については 

令和 7 年 4 月 1 日 

期末手当及び勤勉手当については 

(1)は令和 7 年 12 月 1 日 

(2)は令和 8 年 4 月 1 日 

給料表については 

令和 7 年 4 月 1 日 

期末手当及び勤勉手当については 

(1)は令和 7 年 12 月 1 日 

(2)は令和 8 年 4 月 1 日 
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国の特定任期付職員の給与改正に準じて改正 

項  目 国 一     宮     市 

給与改正 給料表の引上げ 

号給 現行 改正後 

１ 392,000円 405,000円 

２ 440,000円 455,000円 

３ 492,000円 508,000円 

４ 555,000円 574,000円 

５ 634,000円 655,000円 

６ 740,000円 765,000円 

７ 864,000円 893,000円 

給料表の引上げ 

号給 現行 改正後 

１ 392,000円 405,000円 

２ 440,000円 455,000円 

３ 492,000円 508,000円 

４ 555,000円 574,000円 

５ 634,000円 655,000円 

６ 740,000円 765,000円 

７ 864,000円 893,000円 

期末手当 年間支給月数の引上げ  

  1.9 月→1.925 月〔0.025 月〕 

（1）令和 7 年度 

年間支給月数 0.025 月の引上げ 

 現 行 改正後 増 減 

６月 0.95 0.95 - 

12 月 0.95 0.975 0.025 

計 1.9 1.925 0.025 

（2）令和 8 年度以降 

 (1)の改正後 改正後 増 減 

６月 0.95 0.9625 0.0125 

12 月 0.975 0.9625 △0.0125 

計 1.925   1.925 - 

年間支給月数の引上げ  

  1.9 月→1.925 月〔0.025 月〕 

（1）令和 7 年度 

年間支給月数 0.025 月の引上げ 

 現 行 改正後 増 減 

６月 0.95 0.95 - 

12 月 0.95 0.975 0.025 

計 1.9 1.925 0.025 

（2）令和 8 年度以降 

 (1)の改正後 改正後 増 減 

６月 0.95 0.9625 0.0125 

12 月 0.975 0.9625 △0.0125 

計 1.925   1.925 - 
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勤勉手当 年間支給月数の引上げ  

  1.75 月→1.775 月〔0.025 月〕 

（1）令和 7 年度 

年間支給月数 0.025 月の引上げ 

 現 行 改正後 増 減 

６月 0.875 0.875 - 

12 月 0.875 0.9  0.025 

計 1.75 1.775 0.025 

（2）令和 8 年度以降 

 (1)の改正後 改正後 増 減 

６月 0.875 0.8875 0.0125 

12 月 0.9  0.8875 △0.0125 

計 1.775 1.775 - 

年間支給月数の引上げ  

  1.75 月→1.775 月〔0.025 月〕 

（1）令和 7 年度 

年間支給月数 0.025 月の引上げ 

 現 行 改正後 増 減 

６月 0.875 0.875 - 

12 月 0.875 0.9  0.025 

計 1.75 1.775 0.025 

（2）令和 8 年度以降 

 (1)の改正後 改正後 増 減 

６月 0.875 0.8875 0.0125 

12 月 0.9  0.8875 △0.0125 

計 1.775 1.775 - 

 実施時期 給料表については 

令和 7 年 4 月 1 日 

期末手当及び勤勉手当については 

(1)は令和 7 年 12 月 1 日 

(2)は令和 8 年 4 月 1 日 

給料表については 

令和 7 年 4 月 1 日 

期末手当及び勤勉手当については 

(1)は令和 7 年 12 月 1 日 

(2)は令和 8 年 4 月 1 日 
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契 約 金 額

59,700,000

第　３　回

愛知トヨタWEST株式会社　一
宮店

59,700,000 落札決定

消防救急課

2台

購入目的 調達依頼課
老朽化した救急車の更新１台と本部救急隊の救急
車１台を寄付で購入

数　　量

入 札 （ 見 積 ） 執 行 調 書

執行

案件名称 高規格救急自動車

令和7年11月10日 9時00分

業　　　者　　　名 第　１　回 第　２　回

総務委員会　令和7年12月11日
            消防本部消防救急課

№ 4 
高規格救急自動車の売買契約の締結について


